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❶ 自転車の保有台数と利用状況

自転車保有台数の推移

自転車等駐車場の整備状況

　全国の自転車保有台数は，調査を始めた昭和45年

以降増加傾向を示しており，当初の約2,764万台から

平成20年には約6,909万台と，40年弱で約2.5倍に

増加しています。また，府内の保有台数も同じく増加

傾向を示しており，約67万台から約165万台と，同

様の伸び率となっています。

　今後についても，近年の環境意識や健康志向の高まり

等から，ますます自転車利用者の増加が想定されます。

　本市では，前総合計画の策定以後も，自転車等駐車

場の整備を積極的に進めており，平成11年度から平

成20年度までで，市と外郭団体直営の「市関係」と

民間等の「その他」を合わせた自転車等駐車場の収容

台数は約1.5倍に増加しています。

　また，市関係とその他の整備状況の比較では，市関

係の自転車等駐車場の整備が先行しているといえます

が，近年では，「その他」の整備も進んでおり，高い

伸び率となっています。
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■自転車保有台数の推移

■自転車等駐車場整備状況の推移

資料：（社）自転車協会

　資料：京都市
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❷ 自転車等の放置状況と市民意識

放置自転車の状況

　本市全域の放置自転車の台数は，前総合計画の策定
以後，自転車等駐車場の整備や啓発，撤去体制の強化
等の取組により，近年，減少傾向にあります。
　しかし，放置自転車の台数は減少しているものの，
駅や商業施設の周辺など，自転車の駐車需要が多い地
域や箇所では，依然として問題の解消に至っておらず，

特に都心部では，取組を推進しているにもかかわらず，
平成15年まで放置自転車台数の増加傾向が見られ，
対策の必要性が高まったことから，平成18年に「都
心部放置自転車等対策アクションプログラム」を策定
し，課題の解決に向けた取組を進めています。

自転車等駐車場の稼働率

　市内の自転車等駐車場の稼働率（注）は，近年，本
市全域で平均して70％前後で推移していますが，都
心部では100％を上回る稼働率となっています。
　このことから，都心部では，自転車等利用者に対し
自転車等駐車場の容量が不足しており，結果として放

置自転車の発生を招いている状況が考えられます。
　また，都心部以外では，自転車等駐車場を利用せず
に周辺に放置するなど，整備した自転車等駐車場が有
効に利用されていない状況が考えられます。
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■放置自転車台数の推移 資料：内閣府，京都市

注：稼働率とは，自転車等駐車場の利用状況をあらわす指標で，総利用台数を収容台数で除した割合をいいます。
 （仮に200％の稼働率であれば，１台の自転車収容設備（ラック）が平均して１日に２回利用されていることになります。）
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■市関係自転車等駐車場（無料自転車等駐車場を除く。）の移働率の推移 資料：京都市
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放置自転車の撤去状況

　市内の自転車撤去台数は，放置自転車台数の減少も

あり，平成12年度以降減少傾向にありましたが，自

転車利用マナーの更なる向上のため，撤去を強化した

結果，平成18年度以降は再び増加に転じています。
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■自転車撤去台数の推移 資料：京都市

❸ 自転車事故の状況

自転車交通事故の状況

　市内の自転車交通事故件数は，平成11年以降2,500

件前後で推移していますが，自転車利用マナーの啓発

等もあり，平成16年をピークに減少傾向が見られま

す。平成20年の発生件数は，平成11年の発生件数を

下回りましたが，依然として，一日当たり平均６件以

上も自転車に関連する交通事故が発生している状況に

あり，更なる対策が必要といえます。

資料：京都府警察本部
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■市内における自転車交通事故件数の推移



10

　市民の自転車の利用状況を把握するため，次の内容でアンケート調査を行いました。

　　●調査対象：本市全域とし，無作為に抽出された満15歳以上の市民を対象 

　　●実施期間：平成21年８月１日から平成21年８月31日まで 

　　●回 収 率：32.9％（配布数： 4,000，回収数：1,316）

❹ 自転車利用実態の実例

自転車利用に係るアンケート調査

回答者の属性

回答数=1,316（単回答）

男性
38.3%

■性別

女性
60.0%

不明
1.7%

■居住区 ■職業

北区
8.5%

上京区
6.7%

左京区
12.2%

中京区
8.4%

東山区
3.3%

山科区 8.1%下京区 4.9%
南区 5.9%

右京区
13.5%

西京区
10.6%

伏見区
16.6%

不明 1.3%

不明　1.2%
10代 3.3%

20代
9.6%

会社員
20.1%

無職
15.4%

その他
3.6%

不明 1.8%

公務員
3.0%

自営業
10.9%

主婦
27.2%学生

5.8%

パート・アルバイト
12.2%

30代
13.6%

40代
14.2%

50代
16.6%

60代
24.3%

70代
12.3%

■年代

80 代以上
4.9%

第2章　自転車等の利用実態と課題
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自転車保有台数

自転車を利用する主な目的

　自転車の保有台数では，約60％の世帯が，2台以上

自転車を保有している一方で，約10％の世帯は自転

車を保有していません。

　一人当たりの保有台数は0.69台／人となっています。

　自転車を利用する主な目的は，「買い物などの日常

生活」が最も多くなっています。次いで「通勤」となっ

ています。

　年代が高くなるにつれて「買い物などの日常生活」

での利用が多くなる傾向があり，60代以上では「買

い物などの日常生活」が約70％となっています。

　その他の意見では，散歩や運動など健康面での自転

車の使用や，子供の送迎などがあります。

０台
9.8％

１台
29.8％

２台
28.5％

３台
16.6％

４台
9.4％

６台 1.2％
５台 3.6％

７台 0.2％
８台 0.2％
10台以上 0.1％
不明 0.6％

買い物などの
日常生活
58.7％通勤

14.9％

通学 4.8％

仕事 4.2％

趣味 3.8％

その他 7.5％

不明 6.1％

■世帯当たりの自転車保有台数

■利用目的

回答数=1,178（単回答）

回答数=1,316（単回答）
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回答数=852（複数回答）

自転車の利用頻度

駅周辺で駐輪場を利用しない理由

　自転車の利用頻度では，「毎日利用している」が最

も多く，次いで「ほとんど利用しない」となっています。

　目的別では，「毎日利用している」人は「通勤」「通

学」「仕事」での使用が多くなっています。

　年代別では，10代は「毎日利用している」が

39.5％と多く，20代から70代になるにつれて利用頻

度が高くなっています。これは，日常生活での利用が

多いからだと考えられます。

　駅周辺で駐輪場を利用しない理由では，「駅周辺に

行く用事がないから」が最も多くなっています。それ

を除くと，「駐輪場がないから」，「駐車料金がもった

いないから」が多くなっています。

　「通学」を利用目的としている人は，「駐車料金がもっ

たいないから」が他の目的と比較して割合が高くなっ

ています。

　上京区，中京区，下京区などの市の中心部で「駐輪

場がないから」の割合が高くなっています。

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

駅周辺に行く用事がないから
駐輪場がないから

駐車料金がもったいないから
駐輪場へ止める行為が面倒だから

駐輪場がいつも満車だから
駐輪場が駅から遠いから

駐輪場の利用方法がわからないから
駐輪場の月極登録手続が面倒だから
利用したい時間に営業していないから

その他

45.8%
23.0%

17.1%
9.7%
8.8%

6.6%
3.9%
2.9%
1.9%

17.5%

回答数

不明　1.1%

毎日利用
している
29.5%週に

5～6日
16.2%

週に
3～4日
14.9%

週に
1～2日
19.1%

ほとんど
利用しない
19.2%

■利用頻度

■駅周辺で駐輪場を利用しない理由

回答数=1,176（単回答）

第2章　自転車等の利用実態と課題
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回答数=804（複数回答）

回答数=493（複数回答）

繁華街で駐輪場を利用しない理由

放置場所の選定理由

　繁華街で駐輪場を利用しない理由では，「目的とす

る施設に駐輪場がないから」が最も多くなっています。

　地区別では，東山区と下京区で「目的とする施設に

駐輪場がないから」の割合が高くなっています。

　繁華街の駐輪場を利用しない理由のその他の意見で

は，「どこにあるかわからないから」などがあります。

　駐輪場所を選んだ理由は，「既に放置された自転車

があるから」が最も多く，次いで「邪魔にならないか

ら」が多くなっています。

　駐輪場所を選んだ理由のその他の意見では，「用事

がある建物の前だから」などがあります。

0 50 100 150 200 250 300 350 400

目的とする施設に駐輪場がないから

他に回る場所があり使い勝手が悪いから

駐輪場へ止める行為が面倒だから

施設の駐輪場が満車だから

その他

43.9％

21.9％

9.2％

7.6％

37.2％

回答数

0 50 100 150 200 250 300

既に放置された自転車があるから

邪魔にならないから

撤去されにくいから

苦情を言う人がいないから

目立たないから

その他

55.8％
30.8％

11.0％

8.1％

7.3％

22.7％

回答数

■繁華街で駐輪場を利用しない理由

■放置場所を選んだ理由
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駐輪場整備における配慮事項

駐輪場に求めるサービス

　駐輪場整備において配慮すべき点では，「駐輪場設

備の使いやすさ」が最も多く，次いで「料金設定」が

多くなっています。

　年代が高くなるにつれて，「駐輪場設備の使いやす

さ」と回答する割合が高くなり，年代が低くなるにつ

れて「料金設定」と回答する割合が高くなります。

　駐輪場に求めるサービスでは，「空気入れの貸出し」

が最も多く，次いで「修理，点検が受けられる」が多

くなっています。

　駐輪場に求めるサービスのその他の意見では，24

時間営業，無料化などがあります。

0 100 200 300 400 500 600 700 800

駐輪場設備の使いやすさ
（自転車の止めやすさ，移動のしやすさなど）

料金設定

駅などの目的地までの距離

管理体制

営業時間

66.1％

44.5％

34.3％

24.3％

20.5％

回答数

0 100 200 300 400 500 600

空気入れの貸出し

修理，点検が受けられる

ロッカーの設置

雨具，タオルの貸出し

工具類の貸出し

自動販売機の設置

着替え及びシャワー設備の設置

全身が見られる鏡の設置

その他

61.6％32.7％

17.6％

17.4％

9.5％

6.2％

2.4％

2.0％

15.9％

回答数

■駐輪場整備における配慮すべき点

■駐輪場において求めるサービス

回答数=1,015（複数回答）

回答数=885（複数回答）

第2章　自転車等の利用実態と課題
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走行しにくい状況

歩行者の自転車に対する危険

　市内を自転車で走行する場合に，走行しにくい理由

としては，「歩道が狭い」が最も多く，次いで「路肩

が狭い」となっています。

　60代以上では，「歩道が狭い」に次いで「交通マナー

が悪い人が多い」と回答した人の割合が高くなってい

ます。

　その他の意見では，「坂道が多い」，「路上駐車が多い」

などがあります。

　市内を歩いていて，自転車に対し危険を感じたこと

がある状況は，「突然の飛び出し」が最も多く，次い

で「乱暴な追い越し」となっています。

　回答者の17％の人が，走行している自転車にぶつ

かった経験がある一方で，危険を感じたことがない人

は4.4％と少なく，歩行者の多くが自転車の運転に関

連して，何らかの危険を感じています。

　その他の意見では，「スピードの出しすぎ」，「無灯

火」，「二人乗り」などのマナー・ルールを守れていな

い自転車に関するものが多くなっています。

0 100 200 300 400 500 600 700 800

歩道が狭い

路肩が狭い

車が多い

歩行者が多い

交通マナーの悪い人が多い

舗装面が走行に適していない

看板など案内がなく，わかりにくい

その他

67.4％
46.6％

39.5％

35.0％

33.1％

19.5％

4.7％

11.6％

回答数

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

突然の飛び出し

乱暴な追い越し

ベルを鳴らされた

放置自転車にぶつかった

走行している自転車にぶつかった

危険を感じたことはない

その他

67.9％
55.5％

28.9％

19.4％

17.4％

4.4％

12.0％

回答数

■走行しにくい状況

■自転車に対する危険

回答数=1,015（複数回答）

回答数=1,238（複数回答）
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■無灯火運転
（５万円以下の罰金）
夜間，ライトや尾灯，又は反射器材をつけな
いで自転車に乗ってはいけません。

■二人乗り
（２万円以下の罰金又は科料）
二人乗りをしてはいけません。
［京都府道路交通規則］ただし，16歳以上の者
が６歳未満の幼児一人を乗車用補助装置に乗
車させ，又は背負い，ひも等で確実に緊縛し
ている場合はこの限りではありません。

■「自転車及び歩行者専用」の
　標識のない歩道の通行
（３月以下の懲役又は５万円以下の罰金）
歩車道の区別のある道路では原則として，車
道の左側を通行しなければなりません。

■飲酒運転
（５年以下の懲役又は100万円以下の
罰金）
お酒を飲んで自転車を運転してはいけません。

■傘さし運転
（５万円以下の罰金）
傘をさして運転してはいけません。
［京都府道路交通規則］ただし，交通の極めて閑
散な道路での運転はこの限りではありません。

■急な進路変更
（５万円以下の罰金）
急に進路を変えたり，曲がったりしてはいけ
ません。

自転車利用のマナー・ルールの認知状況

　自転車利用のマナー・ルールや罰則についての認識

は，「よく知っている」と「だいたい知っている」を

あわせて約70％となっています。

　年代別では，年代が高くなるにつれて，マナー・ルー

ルや罰則を知っている割合が高くなっています。

よく知っている
10.2％

だいたい
知っている
58.4％

あまり
知らない
21.0％

まったく知らない
3.4％

不明 7.0％

■「マナー・ルールや罰則」の認知

自転車利用のマナー・ルールや罰則

資料：京都府警察本部

回答数=1,361（単回答）

（自転車及び歩行者専用の標識）

第2章　自転車等の利用実態と課題
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自転車利用のマナー・ルールの取組への配慮事項

総合計画への配慮事項

　自転車利用のマナー・ルールの取組で特に配慮すべ

き点では，「放置自転車撤去体制の強化」が最も多く，

次いで「駅などにおける啓発・指導」，「学校と協力し

た交通安全教室の開催」となっています。

　年代が高くなるにつれて「放置自転車撤去体制の強

化」の割合が高くなり，年代が低くなるにつれて「学

校と協力した交通安全教室の開催」の割合が高くなっ

ています。

　総合計画で大切にすべき取組では，「駐輪場の計画

的な整備」が最も多く，次いで「自転車利用マナー・

ルールの徹底」，「自転車走行空間の整備」，「放置自転

車撤去の強化」となっています。

　年代別では，低い年代では，「駐輪場の計画的な整備」

や「自転車走行空間の整備」のハード整備が多くなっ

ています。

　年代が高くなると，「自転車利用マナー・ルールの

徹底」や「放置自転車撤去の強化」などのソフト対策

が多くなっています。

0 100 200 300 400 500 600 700

放置自転車撤去体制の強化

駅などにおける啓発・指導

学校と協力した交通安全教室の開催

撤去区域での警告看板の設置

ポスターの掲示，パンフレット配布

市民しんぶんへの啓発記事の掲載

自転車の免許制度の導入

ホームページでの啓発

その他

50.8％

40.1％

39.0％

27.5％

22.1％

19.2％

17.1％

4.2％

10.1％

回答数
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駐輪場の計画的な整備

自転車利用マナー，ルールの徹底

自転車走行空間の整備

放置自転車撤去の強化

交通や民間の事業者との協力，連携

レンタサイクルの推進

その他

63.1％

53.3％

49.4％

45.3％

18.5％

8.9％

3.0％

回答数

■マナー・ルールの取組において特に配慮すべき点

■自転車総合計画に対する要望

回答数=1,192（複数回答）

回答数=1,222（複数回答）
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❺ 前総合計画の取組
　前総合計画における各種の取組の結果，自転車等駐

車場の整備，啓発の推進及び撤去の強化等により，放

置自転車は減少し，一定の成果を上げていますが，今

後とも，放置自転車をはじめとした自転車問題の解決

を図っていくためには，更なる取組を総合的に進めて

いく必要があります。

■前総合計画の主な取組と実績

●市内全域における放置自転車の減少（12,109台【平成11年】→ 4,200台【平成21年】）

●公共自転車等駐車場の整備（24箇所，収容台数13,010台分）

●鉄道事業者による自転車等駐車場の整備（13箇所，収容台数3,295台分）

●自転車駐車場付置義務の強化（29ページを参照）

●民間自転車等駐車場整備助成金制度の創設（28ページを参照）

●都市型レンタサイクルの普及（阪急西院駅，桂駅，洛西口駅，出町柳駅等）

●利用マナー・ルールの啓発（地域の協議会の設置，定期的な啓発活動の実施）

●撤去の強化（土日・夜間撤去の実施，撤去区域の拡大：42箇所【平成12年】→73箇所【平成21年】）

❻ 自転車利用の課題
　これまでの自転車の利用実態等から，自転車を利用

することに関しては，以下のように様々な課題が浮か

び上がってきます。

　このため，次章以降で取り上げる各種の施策により，

こうした課題の解決に取り組み，全ての利用者が安心・

安全に自転車を利用できるよう努めていきます。

● 自転車等駐車場の整備とともに，自転車等駐車場の利用台数も増加しているが，依然として放置自転車は

発生しており，問題の解消に至っていない。

● 自転車利用の集中が著しい一部の地域では，自転車等駐車場の収容能力不足から，放置自転車が大きな問

題となっている。また，歩行者に配慮した道路空間となっていない。

● 自転車等駐車場の料金について，利用実態に応じた設定を求める要望が多い。また，空気入れの貸出しや

修理・点検などのプラスアルファのサービスも求められている。

● 自転車の走行環境では，歩道や路肩が狭く，自動車や歩行者も多いために走行しにくいことが問題となっ

ている。また，歩行者が自転車に対して危険を感じる場面も多くなっている。

● 放置自転車問題については，放置が放置を生む連鎖反応が起きており，利用者のマナー向上に向けた啓発

と放置自転車等の撤去を継続して行っているものの，自転車利用者の行動変化を促すまでには至っていない。

● 自転車利用のマナー・ルールや罰則を知っている人は多いが，それを守った行動ができているかどうかが

問題である。

第2章　自転車等の利用実態と課題




